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【発行者名】  アライアンス・バーンスタイン株式会社
   
【代表者の役職氏名】  代表取締役社長　ティモシー・ファブリス・ライアン
   
【本店の所在の場所】  東京都千代田区丸の内一丁目８番３号　丸の内トラストタワー本
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【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】

 アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信
　Ａコース（為替ヘッジあり）
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信
　Ｂコース（為替ヘッジなし）

   
【届出の対象とした募集内
国投資信託受益証券の金
額】

 アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信
　Ａコース（為替ヘッジあり）：１兆円を上限とします。
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信
　Ｂコース（為替ヘッジなし）：１兆円を上限とします。

   
【縦覧に供する場所】  該当事項はありません。
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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成21年11月27日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載内容に訂

正すべき事項がありますので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

 

Ⅱ【訂正の内容】

 

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。

下線部分が訂正部分を示します。

 

１【ファンドの性格】

(2)【ファンドの仕組み】

①ファンドの仕組み

＜訂正前＞

＜訂正後＞
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②　関係法人との契約等の概要

＜訂正前＞

ａ．～ｂ．（省略）

ｃ．Ａコースおよびマザーファンドの信託財産の運用指図に係る権限の委託契約

委託会社と投資顧問会社との間において、Ａコースおよびマザーファンドの「信託財産の運用指図に係

る権限の委託契約」を締結しており、投資顧問会社の業務内容、委託会社への報告、投資顧問会社に対する

報酬、契約の期間等を規定しています。

＜訂正後＞

ａ．～ｂ．（省略）

ｃ．Ａコースおよびマザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限の委託契約

委託会社と投資顧問会社との間において、Ａコースおよびマザーファンドの「信託財産の運用の指図に

関する権限の委託契約」を締結しており、投資顧問会社の業務内容、委託会社への報告、投資顧問会社に対

する報酬、契約の期間等を規定しています。

 

③　委託会社等の概況

＜訂正前＞

ａ．資本金の額

（省略）（平成21年10月末現在）

ｂ．（省略）

ｃ．大株主の状況（平成21年10月末現在）

（省略）

（省略）

＜訂正後＞

ａ．資本金の額
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（省略）（平成22年４月末現在）

ｂ．（省略）

ｃ．大株主の状況（平成22年４月末現在）

（省略）

（省略）

 

２【投資方針】

(1)【投資方針】

②　運用方法

ｂ．運用の特色

＜訂正前＞

（省略）

２．（省略）

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーを中核とするアライアンス・バーンスタイン
＊1
は、総

額約4,470億米ドル（平成21年６月末現在、約43兆円
＊2
）の資産を運用し、ニューヨークをはじめ世界

25ヵ国46都市（平成21年６月末現在）に拠点を有しています。

＊1 アライアンス・バーンスタインには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を

含みます。

＊2 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル＝96.485円（平成21年6月30日のＷＭロイター）を用いております。

３．（省略）

（平成21年9月末現在）

（省略）

（省略）

＜訂正後＞

（省略）

２．（省略）

アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーを中核とするアライアンス・バーンスタイン
＊1
は、総

額約5,013億米ドル（平成22年３月末現在、約46.8兆円
＊2
）の資産を運用し、ニューヨークをはじめ世

界23ヵ国44都市（平成22年３月末現在）に拠点を有しています。

＊1 アライアンス・バーンスタインには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を

含みます。

＊2 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル＝93.44円（平成22年３月31日のＷＭロイター）を用いております。

３．（省略）

（平成22年3月末現在）

（省略）

（省略）

 

(3)【運用体制】

＜訂正前＞
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※上記の運用体制は平成21年9月末現在のものであり、今後変更する場合があります。

＜訂正後＞

※上記の運用体制は平成22年3月末現在のものであり、今後変更する場合があります。
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(5)【投資制限】

（参考）アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンドの投資方針等

＜訂正前＞

（省略）

※平成21年10月末現在、「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド」の受益証券を投資

対象とする当ファンド以外の公募のファンドはありません。

＜訂正後＞

（省略）

※平成22年４月末現在、「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド」の受益証券を投資

対象とする当ファンド以外の公募のファンドはありません。

 

４【手数料等及び税金】

(4)【その他の手数料等】

＜訂正前＞

（省略）

③　上記②の諸費用は、純資産総額に対して年0.10％の率を上限とする額を、係る諸費用の合計額とみなして、実

際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財

産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受領する金額の上限、一定の率または一定

の金額を変更することができます。

＜訂正後＞

③　上記②の諸費用は、純資産総額に対して年0.10％の率を上限とする額を、係る諸費用の合計額とみなして、実

際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財

産の規模等を考慮のうえ、あらかじめ委託会社が定めた範囲内で、受領する金額の上限、一定の率または一定

の金額を変更することができます。かかる諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間

の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から委託会社に対して支払わ

れます。
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５【運用状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報　第１ ファンドの状況　５ 運用状況」を、以下の内容に更新します。

 

＜更新後＞

(1)【投資状況】

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）
平成22年3月31日現在

資産の種類 国   名 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 － 2,589,403,149100.14
現金・預金・その他の資産（負債控除後） － △3,760,775 △0.14

合計（純資産総額） － 2,585,642,374100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

平成22年3月31日現在
資産の種類 国   名 時価合計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 － 20,743,272,007100.00
現金・預金・その他の資産（負債控除後） － △1,475,319 △0.00

合計（純資産総額） － 20,741,796,688100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
（参考）アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

平成22年3月31日現在
資産の種類 国   名 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 アメリカ 116,049,680 0.35
 カナダ 187,749,916 0.57
 オーストラリア 72,922,250 0.22
 イギリス 274,527,264 0.83
 バミューダ 48,181,694 0.14
 香港 1,437,070,9634.39
 シンガポール 134,303,400 0.41
 マレーシア 368,120,737 1.12
 オランダ 203,031,518 0.62
 タイ 237,501,468 0.72
 ルクセンブルク 145,957,230 0.44
 インドネシア 616,614,907 1.88
 メキシコ 1,507,130,1734.60
 ブラジル 5,622,533,48017.18
 チリ 846,247,960 2.58
 韓国 4,394,453,85913.43
 台湾 2,584,182,3537.89
 アイルランド 49,572,432 0.15
 トルコ 588,532,101 1.79
 インド 2,145,598,6896.55
 エジプト 263,370,399 0.80
 キプロス 77,639,088 0.23
 イスラエル 775,474,281 2.37
 ペルー 76,003,073 0.23
 ポーランド 307,945,517 0.94
 南アフリカ 2,050,354,7926.26
 ロシア 1,462,765,7194.47
 中国 2,684,242,0818.20
 ケイマン 2,157,015,3576.59
 カザフスタン 103,361,845 0.31
 アラブ首長国連邦 125,204,244 0.38
 小　計 31,663,658,47096.77
オプション証券等 アメリカ 435,894,957 1.33
現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 618,379,663 1.89

合計（純資産総額） － 32,717,933,090100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)【投資資産】
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）
①　投資有価証券の主要銘柄

平成22年3月31日現在
順
位
国／
地域

種類 銘柄名
種類/
業種

口数
簿価 時価 投資

単価 金額 単価 金額 比率

     口 円 円 円 円 ％
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1日本
親投資信託
受益証券

アライアンス・バーンスタイン・新
興国成長株マザーファンド

その他 1,910,152,8101.12172,142,618,4071.35562,589,403,149100.14

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

平成22年3月31日現在
国内/外国 種類 投資比率(％)

国内 親投資信託受益証券 100.14
合計   100.14
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
②　投資不動産物件
　　該当事項はございません。
 
③　その他投資資産の主要なもの
　　該当事項はございません。
 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）
①　投資有価証券の主要銘柄

平成22年3月31日現在
順
位
国／
地域

種類 銘柄名
種類/
業種

口数
簿価 時価 投資

単価 金額 単価 金額 比率

     口 円 円 円 円 ％

1日本
親投資信託
受益証券

アライアンス・バーンスタイン・
新興国成長株マザーファンド

その他 15,301,912,0741.109316,974,411,0641.355620,743,272,007100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

平成22年3月31日現在
国内/外国 種類 投資比率(％)

国内 親投資信託受益証券 100.00
合計   100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
②　投資不動産物件
　　該当事項はございません。
 
③　その他投資資産の主要なもの
　　該当事項はございません。
 
（参考）アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド
①　投資有価証券の主要銘柄

平成22年3月31日現在

順
位
国／
地域

種
類

銘柄名 業種 数量
簿価 時価

投
資

単価 金額 単価 金額
比
率

      円 円 円 円 ％

1
ブラジ
ル

株式 VALE SA-SP PREF ADR素材 489,1001,697.98830,482,0182,574.411,259,147,2563.84

2韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
半導体・半導体製造
装置

18,63662,910.201,172,394,53066,992.191,248,466,6393.81

3
ブラジ
ル

株式
PETROLEO BRASILEIRO S.A.
-ADR

エネルギー 249,4403,201.50798,583,7563,616.46902,090,9792.75

4
メキシ
コ

株式 AMERICA MOVIL-ADR SERIES L電気通信サービス 187,6564,344.03815,184,7194,727.36887,117,9182.71

5
ブラジ
ル

株式
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU
PR

銀行 1,401,051514.47720,809,636627.88879,693,8632.68

6香港 株式 CNOOC LTD エネルギー 4,612,000124.23572,960,751154.78713,852,7392.18

7中国 株式 CHINA LIFE INSURANCE CO-H保険 1,573,000415.46653,528,647445.05700,074,6612.13

8
イスラ
エル

株式 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
医薬品・バイオテク
ノロジー・ライフサ
イエンス

117,1004,818.54564,251,2215,914.55692,594,1322.11

9韓国 株式 SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD銀行 184,4183,436.84633,816,6343,707.61683,750,9432.08

10中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H銀行 8,956,00062.89563,287,62070.44630,882,1341.92

11韓国 株式 POSCO 素材 14,20838,790.21551,131,33344,195.09627,923,9801.91

12台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY
テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器

1,372,400329.09451,653,546405.80556,926,7821.70

13
ケイマ
ン

株式 TENCENT HOLDINGS LTD
ソフトウェア・サー
ビス

283,6001,443.44409,361,0461,886.85535,110,6601.63

14インド 株式 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD
ソフトウェア・サー
ビス

93,5374,702.82439,888,0485,552.60519,374,4811.58

15ロシア 株式 ROSNEFT OJSC-GDRエネルギー 621,277625.22388,440,273739.66459,538,7161.40

16中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H銀行 5,716,00071.28407,442,19675.11429,355,0531.31

17
ケイマ
ン

株式 CHINA MENGNIU DAIRY CO食品・飲料・タバコ 1,420,000229.17325,431,908295.90420,186,5201.28

18韓国 株式 HYUNDAI MOTOR CO自動車・自動車部品 43,7989,046.11396,201,8609,546.79418,130,7461.27

19香港 株式 CHINA MOBILE LTD電気通信サービス 463,500935.99433,834,794900.89417,565,2961.27
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20
南アフ
リカ

株式 FIRSTRAND LTD 各種金融 1,606,563205.77330,596,277253.63407,476,5901.24

21
南アフ
リカ

株式 NASPERS LTD-N SHSメディア 100,8063,230.93325,697,7844,032.81406,532,4521.24

22トルコ 株式 TURKIYE GARANTI BANKASI銀行 934,158349.82326,796,493431.96403,522,6261.23

23インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE銀行 71,3195,271.39375,950,9055,541.26395,197,8351.20

24
ブラジ
ル

株式
ELETROPAULO 
METROPOLITANA-PREF B

公益事業 194,1501,864.39361,972,6382,034.50394,998,6021.20

25
ケイマ
ン

株式 TRINA SOLAR LTD-SPON ADR資本財 163,9001,876.61307,577,4932,358.56386,568,6391.18

26
インド
ネシア

株式 BANK CENTRAL ASIA PT銀行 6,708,50045.30303,960,12257.16383,491,4021.17

27
ブラジ
ル

株式
USINAS SIDERURGICAS DE
MINAS

素材 114,3122,398.64274,193,5873,225.23368,683,6341.12

28ロシア 株式 OAO GAZPROM-SPON ADRエネルギー 168,7942,034.78343,459,4652,143.64361,833,8401.10

29
ケイマ
ン

株式 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR消費者サービス 93,3002,337.16218,057,4753,784.86353,128,1091.07

30韓国 株式 KOREAN AIR LINES CO LTD運輸 62,8004,583.99287,874,9175,596.40351,453,9201.07

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 
種類別及び業種別の投資比率

平成22年3月31日現在
国内/外国 種類／業種 投資比率(％)

外国 株式  96.77
  銀行 14.72
  素材 13.43
  エネルギー 10.99
  電気通信サービス 7.21
  半導体・半導体製造装置 6.65
  資本財 5.58
  テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.62
  ソフトウェア・サービス 3.87
  食品・飲料・タバコ 3.68
  運輸 3.66
  医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.10
  保険 2.92
  公益事業 2.56
  各種金融 2.47
  自動車・自動車部品 1.86
  耐久消費財・アパレル 1.84
  小売 1.77
  不動産 1.76
  メディア 1.24
  消費者サービス 1.18
  食品・生活必需品小売り 1.04
  家庭用品・パーソナル用品 0.51
 オプション証券等  1.33
合計   98.10
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
②　投資不動産物件
　　該当事項はございません。
 
③　その他投資資産の主要なもの
　　該当事項はございません。
 
(3)【運用実績】
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）
①　純資産の推移
平成22年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間 年月日
純資産総額（百万円） 1万口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末  ( 平成18年 8月31日) 8,625 8,625 12,002 12,002
第2期計算期間末  ( 平成19年 8月31日) 5,476 5,543 15,347 15,533
第3期計算期間末  ( 平成20年 9月 1日) 3,209 3,209 13,596 13,596
第4期計算期間末  ( 平成21年 8月31日) 2,380 2,380 11,367 11,367

平成21年   3月末日 1,607 － 7,742 －
平成21年   4月末日 1,895 － 8,763 －
平成21年   5月末日 2,147 － 10,081 －
平成21年   6月末日 2,176 － 10,241 －
平成21年   7月末日 2,360 － 11,157 －
平成21年   8月末日 2,380 － 11,367 －
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平成21年   9月末日 2,507 － 12,188 －
平成21年  10月末日 2,599 － 12,420 －
平成21年  11月末日 2,639 － 12,765 －
平成21年  12月末日 2,698 － 13,355 －
平成22年   1月末日 2,475 － 12,633 －
平成22年   2月末日 2,428 － 12,495 －
平成22年   3月末日 2,585 － 13,650 －

（注1）表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。
（注2）純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
（注3）月末日とはその月の最終営業日を指します。
 
②　分配の推移

計算期間 1万口当たり分配金(円)
第1期計算期間（平成17年 8月17日～平成18年 8月31日） 0
第2期計算期間（平成18年 9月 1日～平成19年 8月31日） 200
第3期計算期間（平成19年 9月 1日～平成20年 9月 1日） 0
第4期計算期間（平成20年 9月 2日～平成21年 8月31日） 0
第5期中間計算期間（平成21年9月1日～平成22年 2月28日） －

 
③　収益率の推移

計算期間 収益率(％)
第1期計算期間（平成17年 8月17日～平成18年 8月31日） 20.0
第2期計算期間（平成18年 9月 1日～平成19年 8月31日） 29.4
第3期計算期間（平成19年 9月 1日～平成20年 9月 1日） △11.4
第4期計算期間（平成20年 9月 2日～平成21年 8月31日） △16.4
第5期中間計算期間（平成21年9月1日～平成22年2月28日） 9.9

（注）収益率は、各計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数（小数点第
二位を四捨五入）を記載しております。

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）
①　純資産の推移
平成22年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間 年月日
純資産総額（百万円） 1万口当たり純資産額（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末  ( 平成18年 8月31日) 83,344 83,944 13,093 13,187
第2期計算期間末  ( 平成19年 8月31日) 57,147 58,084 17,187 17,469
第3期計算期間末  ( 平成20年 9月 1日) 34,834 34,834 14,606 14,606
第4期計算期間末  ( 平成21年 8月31日) 19,652 19,652 10,149 10,149

平成21年   3月末日 14,457 － 7,267 －
平成21年   4月末日 16,120 － 8,197 －
平成21年   5月末日 18,139 － 9,340 －
平成21年   6月末日 18,490 － 9,461 －
平成21年   7月末日 19,943 － 10,245 －
平成21年   8月末日 19,652 － 10,149 －
平成21年   9月末日 20,243 － 10,610 －
平成21年  10月末日 20,540 － 10,980 －
平成21年  11月末日 19,538 － 10,718 －
平成21年  12月末日 21,387 － 11,909 －
平成22年   1月末日 19,210 － 10,968 －
平成22年   2月末日 18,642 － 10,804 －
平成22年   3月末日 20,741 － 12,291 －

（注1）表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。
（注2）純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
（注3）月末日とはその月の最終営業日を指します。
 
②　分配の推移

計算期間 1万口当たり分配金(円)
第1期計算期間（平成17年 8月17日～平成18年 8月31日） 100
第2期計算期間（平成18年 9月 1日～平成19年 8月31日） 300
第3期計算期間（平成19年 9月 1日～平成20年 9月 1日） 0
第4期計算期間（平成20年 9月 2日～平成21年 8月31日） 0
第5期中間計算期間（平成21年9月1日～平成22年2月28日） －

 
③　収益率の推移

計算期間 収益率(％)
第1期計算期間（平成17年 8月17日～平成18年 8月31日） 31.9
第2期計算期間（平成18年 9月 1日～平成19年 8月31日） 33.4
第3期計算期間（平成19年 9月 1日～平成20年 9月 1日） △15.0
第4期計算期間（平成20年 9月 2日～平成21年 8月31日） △30.5
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第5期中間計算期間（平成21年9月1日～平成22年2月28日） 6.5
（注）収益率は、各計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以

下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数（小数点第
二位を四捨五入）を記載しております。
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６【手続等の概要】

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。

下線部分が訂正部分を示します。

 

(2) 換金手続等

⑥　換金の制限について

＜訂正前＞

ａ．（省略）

ｂ．信託財産の資産管理を円滑に行うため、１日１件当たり５億円を超える換金は行えません。この他に、１

日１件当たり５億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委

託会社の判断により、換金の金額および受付時間に制限を設ける場合があります。

＜訂正後＞

ａ．（省略）

ｂ．信託財産の資産管理を円滑に行うため、１日１件当たり５億円を超える換金の申込みは行えません。こ

の他に、１日１件当たり５億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等に

よっては、委託会社の判断により、換金の金額および受付時間に制限を設ける場合があります。
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第２【財務ハイライト情報】

原届出書の「第二部 ファンド情報　第２ 財務ハイライト情報」につきまして、以下の内容を追加します。

 

＜追　加＞

以下の情報については、有価証券届出書「第三部　ファンドの詳細情報　第４　ファンドの経理状況」に記載さ

れている中間財務諸表から、抜粋し記載しております。

当ファンドの中間財務諸表については新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

その中間監査報告書は、有価証券届出書「第三部　ファンドの詳細情報　第４　ファンドの経理状況」に記載さ

れている中間財務諸表に添付しております。

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）

 

(1)中間貸借対照表
（単位：円）

    
第4期中間計算期間末
(平成21年 3月 1日現在)

第5期中間計算期間末
(平成22年 2月28日現在)

資産の部   
 流動資産   
  コール・ローン 96,387,625 29,162,015
  親投資信託受益証券 1,479,455,226 2,412,698,178
  派生商品評価勘定 － 13,048,571
  未収入金 29,635,000 －
  未収利息 132 47
  流動資産合計 1,605,477,983 2,454,908,811
 資産合計 1,605,477,983 2,454,908,811
負債の部   
 流動負債   
  派生商品評価勘定 106,695,300 －
  未払解約金 － 1,034,248
  未払受託者報酬 751,484 1,071,452
  未払委託者報酬 16,908,271 24,107,633
  その他未払費用 402,521 579,327
  流動負債合計 124,757,576 26,792,660
 負債合計 124,757,576 26,792,660
純資産の部   
 元本等   
  元本 2,077,733,997 1,943,207,853
  剰余金   
   中間剰余金又は中間欠損金（△） △597,013,590 484,908,298
   （分配準備積立金） 744,359,306 601,751,453
  元本等合計 1,480,720,407 2,428,116,151
 純資産合計 1,480,720,407 2,428,116,151
負債純資産合計 1,605,477,983 2,454,908,811
      

 
(2)中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

  
第4期中間計算期間
(自　平成20年 9月 2日
　至　平成21年 3月 1日)

第5期中間計算期間
(自　平成21年 9月 1日
　至　平成22年 2月28日)

営業収益   
 受取利息 9,416 6,382
 有価証券売買等損益 △1,654,525,931 177,039,999
 為替差損益 234,056,950 81,891,332
 営業収益合計 △1,420,459,565 258,937,713
営業費用   
 受託者報酬 751,484 1,071,452
 委託者報酬 16,908,271 24,107,633
 その他費用 402,521 579,327
 営業費用合計 18,062,276 25,758,412
営業利益又は営業損失（△） △1,438,521,841 233,179,301
経常利益又は経常損失（△） △1,438,521,841 233,179,301
中間純利益又は中間純損失（△） △1,438,521,841 233,179,301
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部
解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△98,604,917 37,694,500

期首剰余金又は期首欠損金（△） 848,913,173 286,331,933
剰余金増加額又は欠損金減少額 － 45,612,578

 
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額

－ 45,612,578
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剰余金減少額又は欠損金増加額 106,009,839 42,521,014

 
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額

104,339,862 42,521,014

 
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額

1,669,977 －

分配金 － －
中間剰余金又は中間欠損金（△） △597,013,590 484,908,298
    

 
(3)中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間

（自  平成20年 9月 2日 （自  平成21年 9月 1日
　至  平成21年 3月 1日） 　至  平成22年 2月28日）

１．運用資産の評価基
準及び評価方法

（１）親投資信託受益証券 （１）親投資信託受益証券
  基準価額で評価しております。 　同左
  
（２）外国為替予約取引 （２）外国為替予約取引
  計算日において予約為替の受渡日の対顧
客先物相場の仲値で評価しております。

　同左

  
２．費用・収益の計上
基準

（１）有価証券売買等損益及び為替差損益
の計上基準

（１）有価証券売買等損益及び為替差損益
の計上基準

  約定日基準で計上しております。 　同左
   
３．その他 　当ファンドの計算期間は、前期末が休日の

ため、平成20年9月2日から平成21年8月31日
までとなっております。

　当ファンドの計算期間は、平成21年9月1日
から平成22年8月31日までとなっておりま
す。

  なお、当該中間計算期間は、前期末が休日
のため、平成20年9月2日から平成21年3月1日
までとなっております。

  なお、当該中間計算期間は、平成21年9月1
日から平成22年2月28日までとなっておりま
す。

 
 

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）
 
(1)中間貸借対照表

（単位：円）

    
第4期中間計算期間末
(平成21年 3月 1日現在)

第5期中間計算期間末
(平成22年 2月28日現在)

資産の部   
 流動資産   
  コール・ローン 163,901,330 196,841,254
  親投資信託受益証券 13,529,549,52418,636,253,656
  未収入金 31,500,000 53,500,000
  未収利息 224 323
  流動資産合計 13,724,951,07818,886,595,233
 資産合計 13,724,951,07818,886,595,233
負債の部   
 流動負債   
  未払解約金 25,778,116 44,112,373
  未払受託者報酬 7,056,196 8,409,879
  未払委託者報酬 158,764,280 189,222,370
  その他未払費用 1,175,974 2,101,088
  流動負債合計 192,774,566 243,845,710
 負債合計 192,774,566 243,845,710
純資産の部   
 元本等   
  元本 20,337,194,16717,255,821,278
  剰余金   
   中間剰余金又は中間欠損金（△） △6,805,017,655 1,386,928,245
   （分配準備積立金） 9,031,761,336 7,212,724,044
  元本等合計 13,532,176,51218,642,749,523
 純資産合計 13,532,176,51218,642,749,523
負債純資産合計 13,724,951,07818,886,595,233
      
 
(2)中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

  
第4期中間計算期間
(自　平成20年 9月 2日
　至　平成21年 3月 1日)

第5期中間計算期間
(自　平成21年 9月 1日
　至　平成22年 2月28日)

営業収益   
 受取利息 63,468 28,703
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 有価証券売買等損益 △17,639,680,6521,536,508,500
 営業収益合計 △17,639,617,1841,536,537,203
営業費用   
 受託者報酬 7,056,196 8,409,879
 委託者報酬 158,764,280 189,222,370
 その他費用 1,175,974 2,101,088
 営業費用合計 166,996,450 199,733,337
営業利益又は営業損失（△） △17,806,613,6341,336,803,866
経常利益又は経常損失（△） △17,806,613,6341,336,803,866
中間純利益又は中間純損失（△） △17,806,613,6341,336,803,866
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部
解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△1,765,895,699 272,102,641

期首剰余金又は期首欠損金（△） 10,985,843,226 287,989,572
剰余金増加額又は欠損金減少額 － 65,194,336

 
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額

－ 65,194,336

剰余金減少額又は欠損金増加額 1,750,142,946 30,956,888

 
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額

1,712,515,689 30,956,888

 
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額

37,627,257 －

分配金 － －
中間剰余金又は中間欠損金（△） △6,805,017,655 1,386,928,245
    
 
(3)中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間

（自  平成20年 9月 2日 （自  平成21年 9月 1日
　至  平成21年 3月 1日） 　至  平成22年 2月28日）

１．運用資産の評価基準及び
評価方法

（１）親投資信託受益証券 （１）親投資信託受益証券
　基準価額で評価しております。 　同左
  

２．費用・収益の計上基準 （１）有価証券売買等損益の計上基準 （１）有価証券売買等損益の計上基準
　約定日基準で計上しております。 　同左

   
３．その他 　当ファンドの計算期間は、前期末が休

日のため、平成20年9月2日から平成21年
8月31日までとなっております。

　当ファンドの計算期間は、平成21年9月
1日から平成22年8月31日までとなって
おります。

  なお、当該中間計算期間は、前期末が
休日のため、平成20年9月2日から平成21
年3月1日までとなっております。

  なお、当該中間計算期間は、平成21年9
月1日から平成22年2月28日までとなっ
ております。
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第三部【ファンドの詳細情報】
原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。

下線部分が訂正部分を示します。

 

第２【手続等】

２【換金（解約）手続等】

（6）換金の制限について

＜訂正前＞

①　（省略）

②　信託財産の資産管理を円滑に行うため、１日１件当たり５億円を超える換金は行えません。この他に、

１日１件当たり５億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、

委託会社の判断により、換金の金額および受付時間に制限を設ける場合があります。

＜訂正後＞

①　（省略）

②　信託財産の資産管理を円滑に行うため、１日１件当たり５億円を超える換金の申込みは行えません。こ

の他に、１日１件当たり５億円以下の金額であっても、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等に

よっては、委託会社の判断により、換金の金額および受付時間に制限を設ける場合があります。

 

 

第３【管理及び運営】

２【受益者の権利等】

(4) 反対受益者の買取請求権

＜訂正前＞

委託会社が、上記「１ 資産管理等の概要 (5)　①　ｃ．」に規定する信託契約の解約または上記「１ 資産管

理等の概要 (5)　②」に規定する信託約款の変更を行う場合において、当該解約または変更に係る公告において

指定された一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権

を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

＜訂正後＞

委託会社が、上記「１ 資産管理等の概要 (5)　その他　①ファンドの償還条件等　ｃ．信託終了の手続き」に

規定する信託契約の解約または上記「１ 資産管理等の概要 (5) その他　②信託約款の変更」に規定する信託

約款の変更を行う場合において、当該解約または変更に係る公告において指定された一定の期間内に委託会社

に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を

請求することができます。
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第４【ファンドの経理状況】

原届出書の「第三部 ファンドの詳細情報　第４ ファンドの経理状況」（「２ ファンドの現況」を除
く。）について、下記の内容を追加します。

 

＜追　加＞

 
（3）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省

令第38号）（以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」とい
う。）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 
（4）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間（平成20年9月2日から平

成21年3月1日まで）及び第5期中間計算期間（平成21年9月1日から平成22年2月28日まで）の中間財務諸表に
ついて、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。

 
１【財務諸表】

＜追　加＞

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）

（1）中間貸借対照表
（単位：円）

    
第4期中間計算期間末
(平成21年 3月 1日現在)

第5期中間計算期間末
(平成22年 2月28日現在)

資産の部   
 流動資産   
  コール・ローン 96,387,625 29,162,015
  親投資信託受益証券 1,479,455,226 2,412,698,178
  派生商品評価勘定 － 13,048,571
  未収入金 29,635,000 －
  未収利息 132 47
  流動資産合計 1,605,477,983 2,454,908,811
 資産合計 1,605,477,983 2,454,908,811
負債の部   
 流動負債   
  派生商品評価勘定 106,695,300 －
  未払解約金 － 1,034,248
  未払受託者報酬 751,484 1,071,452
  未払委託者報酬 16,908,271 24,107,633
  その他未払費用 402,521 579,327
  流動負債合計 124,757,576 26,792,660
 負債合計 124,757,576 26,792,660
純資産の部   
 元本等   
  元本 2,077,733,997 1,943,207,853
  剰余金   
   中間剰余金又は中間欠損金（△） △597,013,590 484,908,298
   （分配準備積立金） 744,359,306 601,751,453
  元本等合計 1,480,720,407 2,428,116,151
 純資産合計 1,480,720,407 2,428,116,151
負債純資産合計 1,605,477,983 2,454,908,811
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（2）中間損益及び剰余金計算書
（単位：円）

  
第4期中間計算期間
(自　平成20年 9月 2日
　至　平成21年 3月 1日)

第5期中間計算期間
(自　平成21年 9月 1日
　至　平成22年 2月28日)

営業収益   
 受取利息 9,416 6,382
 有価証券売買等損益 △1,654,525,931 177,039,999
 為替差損益 234,056,950 81,891,332
 営業収益合計 △1,420,459,565 258,937,713
営業費用   
 受託者報酬 751,484 1,071,452
 委託者報酬 16,908,271 24,107,633
 その他費用 402,521 579,327
 営業費用合計 18,062,276 25,758,412
営業利益又は営業損失（△） △1,438,521,841 233,179,301
経常利益又は経常損失（△） △1,438,521,841 233,179,301
中間純利益又は中間純損失（△） △1,438,521,841 233,179,301
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部
解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△98,604,917 37,694,500

期首剰余金又は期首欠損金（△） 848,913,173 286,331,933
剰余金増加額又は欠損金減少額 － 45,612,578

 
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額

－ 45,612,578

剰余金減少額又は欠損金増加額 106,009,839 42,521,014

 
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額

104,339,862 42,521,014

 
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額

1,669,977 －

分配金 － －
中間剰余金又は中間欠損金（△） △597,013,590 484,908,298
    

 
（3）中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間

（自  平成20年 9月 2日 （自  平成21年 9月 1日
　至  平成21年 3月 1日） 　至  平成22年 2月28日）

１．運用資産の評価基
準及び評価方法

（１）親投資信託受益証券 （１）親投資信託受益証券
  基準価額で評価しております。 　同左
  
（２）外国為替予約取引 （２）外国為替予約取引
  計算日において予約為替の受渡日の対顧
客先物相場の仲値で評価しております。

　同左

  
２．費用・収益の計上
基準

（１）有価証券売買等損益及び為替差損益
の計上基準

（１）有価証券売買等損益及び為替差損益
の計上基準

  約定日基準で計上しております。 　同左
   
３．その他 　当ファンドの計算期間は、前期末が休日の

ため、平成20年9月2日から平成21年8月31日
までとなっております。

　当ファンドの計算期間は、平成21年9月1日
から平成22年8月31日までとなっておりま
す。

  なお、当該中間計算期間は、前期末が休日
のため、平成20年9月2日から平成21年3月1日
までとなっております。

  なお、当該中間計算期間は、平成21年9月1
日から平成22年2月28日までとなっておりま
す。

 
（中間貸借対照表に関する注記）

第4期中間計算期間末 第5期中間計算期間末
（平成21年 3月 1日現在） （平成22年 2月28日現在）

１．中間計算期間の末日における受益権の総数 １．中間計算期間の末日における受益権の総数
 2,077,733,997口  1,943,207,853口
      

２．投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する
額

　－

　元本の欠損 597,013,590円    
      

３．中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
の額

２．中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
の額

　1口当たり純資産額 0.7127円 　1口当たり純資産額 1.2495円
　(10,000口当たり純資産額 7,127円) 　(10,000口当たり純資産額 12,495円)
      
 
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
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（自  平成20年 9月 2日 （自  平成21年 9月 1日
　至  平成21年 3月 1日） 　至  平成22年 2月28日）

１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を
委託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額

１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を
委託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額

  －円   －円
        
 
（重要な後発事象に関する注記）

第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
（自  平成20年 9月 2日 （自  平成21年 9月 1日
　至  平成21年 3月 1日） 　至  平成22年 2月28日）

　該当事項はございません。 　同左
        
 
（その他の注記）
１．元本の移動

第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
（自  平成20年 9月 2日 （自  平成21年 9月 1日
　至  平成21年 3月 1日） 　至  平成22年 2月28日）

　期首元本額 2,360,419,832円 　期首元本額 2,094,401,938円
　期中追加設定元本額 11,340,102円 　期中追加設定元本額 153,334,843円
　期中一部解約元本額 294,025,937円 　期中一部解約元本額 304,528,928円
      
 
２．デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(単位：円）

区分 種類

第4期中間計算期間末
(平成21年 3月 1日現在)

契約額等  
時価 評価損益

 うち1年超

市場取引
以外の取引

為替予約取引     
     

売建 1,388,267,700－ 1,494,963,000△106,695,300
米ドル 1,388,267,700－ 1,494,963,000△106,695,300
     
     
合計 1,388,267,700－ 1,494,963,000△106,695,300

 
(単位：円）

区分 種類

第5期中間計算期間末
(平成22年 2月28日現在)

契約額等  
時価 評価損益

 うち1年超

市場取引
以外の取引

為替予約取引     
     

売建 2,392,874,541－ 2,379,825,97013,048,571
米ドル 2,392,874,541－ 2,379,825,97013,048,571
     
     
合計 2,392,874,541－ 2,379,825,97013,048,571

（注）時価の算定方法
　為替予約取引
　１）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
　　①　計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②　計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
　　　・　計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に

最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
　　　・　計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

客先物相場の仲値を用いております。
　２）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。

 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

（1）中間貸借対照表
（単位：円）

    
第4期中間計算期間末
(平成21年 3月 1日現在)

第5期中間計算期間末
(平成22年 2月28日現在)

資産の部   
 流動資産   
  コール・ローン 163,901,330 196,841,254
  親投資信託受益証券 13,529,549,52418,636,253,656
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  未収入金 31,500,000 53,500,000
  未収利息 224 323
  流動資産合計 13,724,951,07818,886,595,233
 資産合計 13,724,951,07818,886,595,233
負債の部   
 流動負債   
  未払解約金 25,778,116 44,112,373
  未払受託者報酬 7,056,196 8,409,879
  未払委託者報酬 158,764,280 189,222,370
  その他未払費用 1,175,974 2,101,088
  流動負債合計 192,774,566 243,845,710
 負債合計 192,774,566 243,845,710
純資産の部   
 元本等   
  元本 20,337,194,16717,255,821,278
  剰余金   
   中間剰余金又は中間欠損金（△） △6,805,017,655 1,386,928,245
   （分配準備積立金） 9,031,761,336 7,212,724,044
  元本等合計 13,532,176,51218,642,749,523
 純資産合計 13,532,176,51218,642,749,523
負債純資産合計 13,724,951,07818,886,595,233
      

 
（2）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

  
第4期中間計算期間
(自　平成20年 9月 2日
　至　平成21年 3月 1日)

第5期中間計算期間
(自　平成21年 9月 1日
　至　平成22年 2月28日)

営業収益   
 受取利息 63,468 28,703
 有価証券売買等損益 △17,639,680,6521,536,508,500
 営業収益合計 △17,639,617,1841,536,537,203
営業費用   
 受託者報酬 7,056,196 8,409,879
 委託者報酬 158,764,280 189,222,370
 その他費用 1,175,974 2,101,088
 営業費用合計 166,996,450 199,733,337
営業利益又は営業損失（△） △17,806,613,6341,336,803,866
経常利益又は経常損失（△） △17,806,613,6341,336,803,866
中間純利益又は中間純損失（△） △17,806,613,6341,336,803,866
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部
解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△1,765,895,699 272,102,641

期首剰余金又は期首欠損金（△） 10,985,843,226 287,989,572
剰余金増加額又は欠損金減少額 － 65,194,336

 
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
減少額

－ 65,194,336

剰余金減少額又は欠損金増加額 1,750,142,946 30,956,888

 
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額

1,712,515,689 30,956,888

 
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金
増加額

37,627,257 －

分配金 － －
中間剰余金又は中間欠損金（△） △6,805,017,655 1,386,928,245
    

 
（3）中間注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目
第4期中間計算期間 第5期中間計算期間

（自  平成20年 9月 2日 （自  平成21年 9月 1日
　至  平成21年 3月 1日） 　至  平成22年 2月28日）

１．運用資産の評価基準及び
評価方法

（１）親投資信託受益証券 （１）親投資信託受益証券
　基準価額で評価しております。 　同左
  

２．費用・収益の計上基準 （１）有価証券売買等損益の計上基準 （１）有価証券売買等損益の計上基準
　約定日基準で計上しております。 　同左

   
３．その他 　当ファンドの計算期間は、前期末が休

日のため、平成20年9月2日から平成21年
8月31日までとなっております。

　当ファンドの計算期間は、平成21年9月
1日から平成22年8月31日までとなって
おります。

  なお、当該中間計算期間は、前期末が
休日のため、平成20年9月2日から平成21
年3月1日までとなっております。

  なお、当該中間計算期間は、平成21年9
月1日から平成22年2月28日までとなっ
ております。
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（中間貸借対照表に関する注記）
第4期中間計算期間末 第5期中間計算期間末

（平成21年 3月 1日現在） （平成22年 2月28日現在）
１．中間計算期間の末日における受益権の総数 １．中間計算期間の末日における受益権の総数

 20,337,194,167口  17,255,821,278口
      

２．投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する
額

　－

　元本の欠損 6,805,017,655円    
      

３．中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
の額

２．中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
の額

　1口当たり純資産額 0.6654円 　1口当たり純資産額 1.0804円
　(10,000口当たり純資産額 6,654円) 　(10,000口当たり純資産額 10,804円)
      
 
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
（自  平成20年 9月 2日 （自  平成21年 9月 1日
　至  平成21年 3月 1日） 　至  平成22年 2月28日）

１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を
委託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額

１．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を
委託するために要する費用として委託者報酬の中から支
弁している額

  －円   －円
        
 
（重要な後発事象に関する注記）

第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
（自  平成20年 9月 2日 （自  平成21年 9月 1日
　至  平成21年 3月 1日） 　至  平成22年 2月28日）

　該当事項はございません。 　同左
        
 
（その他の注記）
１．元本の移動

第4期中間計算期間 第5期中間計算期間
（自  平成20年 9月 2日 （自  平成21年 9月 1日
　至  平成21年 3月 1日） 　至  平成22年 2月28日）

　期首元本額 23,849,128,961円 　期首元本額 19,364,354,015円
　期中追加設定元本額 257,233,488円 　期中追加設定元本額 480,108,866円
　期中一部解約元本額 3,769,168,282円 　期中一部解約元本額 2,588,641,603円
      
 
２．デリバティブ取引等関係
第4期中間計算期間 （自 平成20年 9月 2日  至 平成21年 3月 1日）
　該当事項はございません。
 
第5期中間計算期間 （自 平成21年 9月 1日  至 平成22年 2月28日）
　該当事項はございません。
 
 
参考
 
　「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）」及び「アライアンス・バーンスタイン
・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）」は「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド」受益
証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証
券です。
　なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
 
１．「アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド」の状況
　以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
 
(1)貸借対照表

（単位：円）
対象年月日 （平成22年 2月 28日現在）

資産の部  
  流動資産  
    預金 400,513,602
    コール・ローン 47,967,291
    株式 28,834,565,939
    オプション証券等 370,335,371
    派生商品評価勘定 2,620,068
    未収入金 290,015,701
    未収配当金 52,916,259
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    未収利息 78
  　流動資産合計 29,998,934,309
　資産合計 29,998,934,309

負債の部  
  流動負債  
    派生商品評価勘定 2,926,354
    未払金 193,439,135
  　未払解約金 59,800,000
  　流動負債合計 256,165,489
　負債合計 256,165,489
純資産の部  
  元本等  
　　元本 25,002,803,158
  　剰余金  
      期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,739,965,662
　　元本等合計 29,742,768,820
　純資産合計 29,742,768,820
負債純資産合計 29,998,934,309

 
(2)注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目
（自  平成21年 9月 1日
　至  平成22年 2月28日）

１．運用資産の評価基準及び評価方法 （１）株式・オプション証券等
  原則として時価で評価しております。
  時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券につ
いてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合に
は、直近の日の最終相場）で評価しております。
 
（２）外国為替予約取引
　計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の
仲値で評価しております。

  
２．外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準   信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則

として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買
相場の仲値によって計算しております。

  
３．費用・収益の計上基準 （１）受取配当金の計上基準

  受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定
配当金額又は予想配当金額を計上しております。
 
（２）有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
  約定日基準で計上しております。

  
 
（その他の注記）

（平成22年 2月28日現在）
１．元本の移動   
　期首 平成21年9月1日
  期首元本額 28,610,706,771円
  平成21年9月1日より平成22年2月28日までの期中追加設定元本額 885,389,258円
  平成21年9月1日より平成22年2月28日までの期中一部解約元本額 4,493,292,871円
   
  期末元本額 25,002,803,158円
   
  期末元本額の内訳＊   
　アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｆ（適格機関投資家専用） 497,587,930円
　アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信ＦＢ（適格機関投資家専用） 6,811,072,798円
　アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコ－ス（為替ヘッジあり） 2,028,159,195円
　アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） 15,665,983,235円
   
２．平成22年2月28日における1単位当たりの純資産の額   
　1口当たり純資産額 1.1896円
　(10,000口当たり純資産額 11,896円)
   
（注）＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
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２【ファンドの現況】

原届出書の「第三部 ファンドの詳細情報　第４ ファンドの経理状況　２ ファンドの現況」を、以下の内容に更

新します。

 

＜更新後＞

純資産額計算書
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）

平成22年3月31日現在
Ⅰ　資産総額 2,675,424,122円
Ⅱ　負債総額 89,781,748円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,585,642,374円
Ⅳ　発行済数量 1,894,286,230口
Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3650円
 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

平成22年3月31日現在
Ⅰ　資産総額 20,793,127,236円
Ⅱ　負債総額 51,330,548円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,741,796,688円
Ⅳ　発行済数量 16,876,087,250口
Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2291円
 
（参考）アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド

平成22年3月31日現在
Ⅰ　資産総額 33,066,801,924円
Ⅱ　負債総額 348,868,834円
Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 32,717,933,090円
Ⅳ　発行済数量 24,135,644,951口
Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3556円
 

第５【設定及び解約の実績】

原届出書の「第三部 ファンドの詳細情報　第５ 設定及び解約の実績」を、以下の内容に更新します。

＜更新後＞

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）
（単位：口）

計算期間 設定口数 解約口数
第1期計算期間（平成17年 8月17日～平成18年 8月31日）21,875,395,39214,688,752,567
第2期計算期間（平成18年 9月 1日～平成19年 8月31日） 802,991,0334,420,961,694
第3期計算期間（平成19年 9月 1日～平成20年 9月 1日） 486,807,9151,695,060,247
第4期計算期間（平成20年 9月 2日～平成21年 8月31日） 169,260,530435,278,424
第5期中間計算期間（平成21年9月1日～平成22年2月28日） 153,334,843304,528,928
（注1）本邦外における設定、解約の実績はありません。
（注2）第1期計算期間の設定口数は、当初募集期間中の販売口数を含みます。
 
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

（単位：口）
計算期間 設定口数 解約口数

第1期計算期間（平成17年 8月17日～平成18年 8月31日）182,349,962,469118,692,108,288
第2期計算期間（平成18年 9月 1日～平成19年 8月31日） 7,697,540,52338,106,142,151
第3期計算期間（平成19年 9月 1日～平成20年 9月 1日） 5,438,041,59114,838,165,183
第4期計算期間（平成20年 9月 2日～平成21年 8月31日） 966,000,8075,450,775,753
第5期中間計算期間（平成21年9月1日～平成22年2月28日） 480,108,8662,588,641,603
（注1）本邦外における設定、解約の実績はありません。
（注2）第1期計算期間の設定口数は、当初募集期間中の販売口数を含みます。
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第四部【特別情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

原届出書の「第四部 特別情報　第１ 委託会社等の概況　１　委託会社等の概況」を、以下の内容に更新します。

 

＜更新後＞

(1) 資本金の額

資本金の額は130百万円です。（平成22年４月末現在）

委託会社の発行する株式の総数は１万400株、うち発行済株式総数は2,600株です。

最近５年間における資本金の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

①　会社の意思決定機構

委託会社は最低３名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主であることを要

しません。取締役は株主総会において株主によって選任され、その任期は就任後２年内の最終の決算期に関

する定時株主総会の終結のときまでとします。ただし、補充選任された取締役の任期は、前任者の残存期間と

します。

取締役会は、取締役の中から代表取締役最低１名を選任します。また、取締役会は、その互選により、取締役

会長、取締役社長１名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選出すること

ができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が召集します。

取締役会の議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席して、出席取締役の過半数

をもって決します。

②　投資決定のプロセス

ａ．運用方針の策定

全信託財産および個別ファンドの運用の基本方針は、投信戦略委員会で審議し、決定します。

ｂ．信託財産の運用

信託財産の運用に当たっては上記ａ．の基本方針に基づき、担当する運用部門が運用方針を策定し運用

の指図を行います。なお、信託財産の運用の指図に関する権限（国内余剰資金の運用を除きます。）は、正

当な契約を締結した投資顧問会社に委託します。

ｃ．コンプライアンス

リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライア

ンス規定等の遵守状況をチェックしています。また、ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配

分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。
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  (本書提出日現在）

本部・部 担当業務

クライアント本部
 投資顧問部 ① 年金基金及び機関投資家向け新規顧客開拓に関する業務

   
② 年金基金及び機関投資家向け顧客口座に係る管理・連絡・運用
報告等、顧客窓口業務

 投資信託部
① 投資信託の募集・販売に関する企画・立案及び推進に関する業
務

   ② 投資信託販売会社に対する総合窓口業務

 クライアント・コミュニケーション部
① コミュニケーション・ツールの企画・作成・品質管理に関する
業務

   ② マーケティング企画・立案に関する業務
   ③ イベントの企画・立案に関する業務
   ④ 広報に関する業務
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   ⑤ 投資信託の商品企画・立案に関する業務
 プロダクト・マネジメント部 ① コンサルタントとのリレーションシップに関する業務
   ② ビジネス・デベロップメントに関する業務

   
③ プロダクト・コミュニケーションの企画・品質管理に関する業
務

   ④ 運用委託先及び運用委託投資信託の管理・モニタリング

 投信プロダクト部
① 金商法及び投信法に基づく投資信託に関する開示書類の作成・
届出及び管理に関する業務

   
② 投資信託に関するその他の開示書類の作成及び管理に関する業
務

 クライアント・サービス室
① 年金基金及び機関投資家向けクライアント・サービスに関する
総合窓口業務

 ＤＣ推進室 ① 確定拠出型年金市場の分析業務
   ② 確定拠出型年金向けビジネスの企画立案及び業務推進
 戦略ソリューション室 ① 顧客等へのソリューション提供に関する業務

 福岡営業所
① 投資信託の募集・販売の推進等及び投資信託販売会社に対する
総合窓口業務

  
② 年金基金及び機関投資家向け新規顧客開拓並びに顧客口座管理
等の顧客窓口業務

債券運用・調査部 ① グローバル債券（本邦債券を含む）の調査

 
② グローバル債券（本邦債券を含む）及びそれに準ずる証券への
投資・運用、売買発注・執行に関する業務

アライアンス株式運用・調査本部
 株式運用部

 
① 日本及びアジアのグロース株式の投資戦略の策定、投資、運用に
関する業務 

 株式調査部 ① 日本及びアジアのグロース株式の投資調査に関する業務
バーンスタイン株式運用・調査本部
 株式運用部

 
① 日本株を中心としたバリュー株式の投資戦略の策定、投資、運用
に関する業務 

 株式調査部
 

① 日本株を中心としたバリュー株式の投資戦略の策定、投資、調査
に関する業務 

ブレンド戦略運用部
① グロース株式とバリュー株式を合成したスタイルブレンド株式
運用戦略の策定、投資、運用に関する業務

   
② スタイルブレンド株式と債券等を合成したバランス運用戦略の
策定、投資、運用に関する業務

運用管理部 ① 投資顧問契約資産に係る運用管理業務
   ② 投資顧問契約資産に係る運用報告書等作成業務
   ③ 投資信託財産に係る運用管理業務
   ④ 投資信託財産の計理に関する業務
   ⑤ 関連する業務の改善及びシステム化の企画・推進に係る業務
   ⑥ 上記業務の一部外部委託に係る管理業務

リーガル・コンプライアンス本部
① 投資信託の運用・販売の法令遵守についての管理監督に関する
業務

   
② 投資顧問契約資産の運用の法令遵守についての管理監督に関す
る業務

   
③ 投資信託・投資顧問の契約、各種契約書類の作成・管理に関す
る業務

   ④ 監督官庁・協会との折衝及び承認申請・届出等に関する事項
   ⑤ 会社全体の法務に関する業務
リスク管理部 ① リスク管理の推進・統括等に関する業務

内部監査部 ① 各被監査部門に内包するリスクに応じた定期的な監査（内部統
制の有効性の検証、問題点の指摘及びその解決策の提案）に関
する業務   

経理部 ① 会社の経理・税務に関する業務
ヒューマン・キャピタル本部

 
人材開発部 ① 人材開発（研修・採用等）に関する業務
人事部 ① 給与・福利厚生等に関する業務

インフォメーション・テクノロジー部 ① 通信システム・情報システム及びその機器の管理に関する業務
アドミニストレイティブ・サービス部 ① 会社の設備・スペース等の管理、業務支援に関する業務

 

２【事業の内容及び営業の概況】

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。

下線部分が訂正部分を示します。

 

＜訂正前＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式

会社は、証券投資信託の募集・設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運

用（投資運用業）を行っております。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っております。

委託会社の運用する証券投資信託は平成21年10月末現在次のとおりです（ただし、純資産総額については親投

EDINET提出書類

アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

26/42



資信託を除きます。）。

ファンドの種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 84本 310,462百万円
追加型公社債投資信託 － －
単位型株式投資信託 － －
単位型公社債投資信託 － －

合計 84本 310,462百万円

＜訂正後＞

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社

は、証券投資信託の募集・設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資

運用業）を行っております。また、金融商品取引法に定める投資助言業務および投資一任契約に係る業務を行って

おります。

委託会社の運用する証券投資信託は平成22年４月末現在次のとおりです（ただし、純資産総額については親投

資信託を除きます。）。

ファンドの種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 85本 376,468百万円
追加型公社債投資信託 － －
単位型株式投資信託 － －
単位型公社債投資信託 － －

合計 85本 376,468百万円
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３【委託会社等の経理状況】

原届出書の「第四部特別情報　第１委託会社等の概況　３委託会社等の経理状況」について、以下の内容に更新

し、末尾に第14期中間会計期間（自平成21年４月１日至平成21年９月30日）の中間財務諸表を追加します。

 

＜更新後＞

1.　年次財務諸表
当社の財務諸表は、第12期事業年度（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）については、改正前の「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び改正前の
「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に従って作成しており、また第13期事業
年度（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）については、改正後の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条に基づき、同規則及び改正後の「金融商品取引業等に関する
内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に従って作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期事業年度（自平成19年4月1日　至平成20年3
月31日）及び第13期事業年度（自平成20年4月1日　至平成21年3月31日）の財務諸表について、あらた監査法人
による監査を受けております。

 
2.　中間財務諸表

当社の中間財務諸表は改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号、以下改正後の「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び
「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
 
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間会計期間（自平成21年4月1日至平成21
年9月30日）の中間財務諸表について、あらた監査法人の中間監査を受けております。

 
財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。

 

＜追　加＞
(1)中間貸借対照表

期  別
 
科  目

注記
番号

第14期 中間会計期間末
（平成21年9月30日現在）

金   額
（資産の部）  千円
Ⅰ  流　動　資　産   
      現金及び預金  1,300,774
      未収入金  3,303,806
      未収委託者報酬  332,966
      未収運用受託報酬  2,112,319
      繰延税金資産  445,378
      その他  178,746

流動資産合計  7,673,989
Ⅱ  固　定　資　産   
      有形固定資産   
 　　　　建物 *1 1,088,587
 　　　　器具備品 *1 380,506
      無形固定資産  7,237
      投資その他の資産   
 　　　　投資有価証券  908,911
 　　　　長期差入保証金  1,228,054
 　　　　繰延税金資産  241,962
 　　　　その他  92,440

固定資産合計  3,947,697

資   産   合   計  11,621,686

   
（負債の部）   
Ⅰ  流　動　負  債   
      未払金   
          未払手数料  82,147
          その他未払金  2,020,528
      未払費用  238,843
　　　未払法人税等  612,179
      賞与引当金  494,389
　　　役員賞与引当金  49,860
      その他 *2 57,287

流動負債合計  3,555,233
Ⅱ  固　定　負  債   
      退職給付引当金  395,475
      長期未払費用  174,507

固定負債合計  569,982
負   債   合   計  4,125,215

EDINET提出書類

アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

28/42



   
（純資産の部）   
Ⅰ  株　主　資　本   
　　1.資本金  130,000
　　2.利益剰余金   
      その他利益剰余金   
　      繰越利益剰余金  7,305,434
　　利益剰余金合計  7,305,434
　　　株主資本合計  7,435,434
Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   
　　その他有価証券評価差額金  61,037
　　　評価・換算差額等合計  61,037
純  資  産  合  計  7,496,471

負 債 ・ 純 資 産 合 計  11,621,686

   

 
(2)中間損益計算書

期  別
 
 
科  目

注記
番号

第14期 中間会計期間
(自平成21年4月 1日
 至平成21年9月30日)

金   額
   千円

Ⅰ  営業収益   
     委託者報酬  1,466,059
     運用受託報酬  2,410,108
     その他営業収益  1,361,095
           営業収益計  5,237,262
Ⅱ  営業費用及び一般管理費   
     営業費用   
       支払手数料  516,247
       その他  277,208
     一般管理費 *1 3,577,171
           営業費用及び一般管理費計  4,370,626
                 営  業  利　益  866,636
Ⅲ  営業外収益 *2 6,807
Ⅳ  営業外費用  275
                 経  常  利　益  873,168
               税引前中間純利益  873,168
       法人税、住民税及び事業税  595,964
                 法人税等調整額  △224,015

法人税等合計  371,949
                     中間純利益  501,219

   

 
(3)中間株主資本等変動計算書

 
第14期 中間会計期間
(自平成21年4月 1日
 至平成21年9月30日)

  千円
株主資本   
　　資本金   
 前期末残高 130,000
 当中間期変動額 -
 当中間期末残高 130,000
　　利益剰余金  
　　　　その他利益剰余金  
　　　　　　繰越利益剰余金  
 前期末残高 6,804,215
 当中間期変動額  
 　中間純利益 501,219
 当中間期変動額合計 501,219
 当中間期末残高 7,305,434
　　利益剰余金合計  
 前期末残高 6,804,215
 当中間期変動額  
 　中間純利益 501,219
 当中間期変動額合計 501,219
 当中間期末残高 7,305,434
株主資本合計  
 前期末残高 6,934,215
 当中間期変動額  
 　中間純利益 501,219
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 当中間期変動額合計 501,219
 当中間期末残高 7,435,434
評価・換算差額等  
　　その他有価証券評価差額金  
 前期末残高 -
 当中間期変動額  
 　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 61,037
 当中間期変動額合計 61,037
 当中間期末残高 61,037
評価・換算差額等合計  
 前期末残高 -
 当中間期変動額  
 　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 61,037
 当中間期変動額合計 61,037
 当中間期末残高 61,037
純資産合計   
 前期末残高 6,934,215
 当中間期変動額  
 　中間純利益 501,219
 　株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額） 61,037
 当中間期変動額合計 562,256
 当中間期末残高 7,496,471
   

 
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

期  別
 
項  目

第14期 中間会計期間
(自平成21年4月 1日
 至平成21年9月30日)

1  資産の評価基準及び評価方法  有価証券
　その他有価証券(時価のあるもの)
　中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

2　固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産（リース資産を除く）
　定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は下記のとおりであ
ります。
      建物     10年
      器具備品 3 ～ 8年
（追加情報）
減価償却の方法
  従来、有形固定資産の減価償却の方法は、定率法（ただし、平成10年4月1
日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は定額法）によっておりまし
たが、前事業年度の下期より定額法に変更しております。
 
　なお、前中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に与え
る影響額は軽微であります。
 
減価償却の耐用年数
　有形固定資産は、従来、税法耐用年数を適用して減価償却を行っておりま
したが、平成21年3月に事業所を移転したことに伴い、建物の使用状況等と
比較した結果、従来採用していた耐用年数と実績に基づく使用可能予測期
間に乖離が生じていることが判明されたため、使用可能予測期間に基づく
経済的耐用年数を採用しております。経済的耐用年数の採用にあたっては、
主に建物の賃貸借契約期間に基づき10年で償却を行っております。
 
　これに伴う営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に与える影響額は軽
微であります。
 
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用)について
は、社内における見込利用可能期間(5年)による定額法を採用しておりま
す。
 
(3）リース資産
　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。
　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日
が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る
方法に準じた会計処理によっております。
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3　引当金の計上基準 (1)貸倒引当金…一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上し
ております。なお、当中間期の計上額はありません。
 
(2)賞与引当金…従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会
計期間負担額を計上しております。
 
(3)役員賞与引当金…役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事
業年度における支給見込額に基づき、当中間会計期間に見合う分を計上し
ております。
 
(4)退職給付引当金…従業員の退職給付に備えるため、「退職給付会計に関
する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会 会計制度委員会報告
第13号）に定める簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方
法）により、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計
上しております。

4　その他中間財務諸表作成のための基
本となる重要な事項

消費税等の会計処理…税抜方式を採用しております。

 
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

第14期 中間会計期間
(自平成21年4月 1日
 至平成21年9月30日)

（資産除去債務に関する会計基準）
　「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31日）が平成22年3月31日以前に開始する事業年度
から適用できることになったことに伴い、当中間会計期間からこれらの会計基準等を適用しております。
 
　これに伴う営業利益、経常利益及び税引中間純利益に与える影響額は軽微であります。

 
表示方法の変更

第14期 中間会計期間
(自平成21年4月 1日
 至平成21年9月30日)

（中間貸借対照表）
　前中間会計期間において「未収投資顧問料」として表示しておりましたものは、当中間会計期間より「未収運用
受託報酬」として計上しております。
 
（中間損益計算書）
　前中間会計期間において「投資顧問料」として表示しておりましたものは、当中間会計期間より「運用受託報
酬」として計上しております。

 
注記事項
（中間貸借対照表関係）

第14期 中間会計期間末
（平成21年9月30日 現在）

*1 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
    建物 66,934 千円
    器具備品 116,383 千円
*2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示
しております。

 
（中間損益計算書関係）

第14期 中間会計期間
(自平成21年4月 1日
 至平成21年9月30日)

*1 減価償却実施額は以下のとおりであります。
    有形固定資産 94,101 千円
    無形固定資産 1,211 千円
*2 営業外収益において、主要なものは以下のとおりであります。
    受取利息 475 千円
    受取配当金 2,844 千円
    消費税還付加算金 3,462 千円

 
（中間株主資本等変動計算書関係）

第14期 中間会計期間
(自平成21年4月 1日
 至平成21年9月30日)

 発行済株式に関する事項  

 株式の種類
前事業年度末
株式数（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

 

 普通株式 2,600 - - 2,600 
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（リース取引関係）

第14期 中間会計期間
(自平成21年4月 1日
 至平成21年9月30日)

1. ファイナンス・リース取引（借主側）
（１）所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
　主としてコピー機（器具備品）であります。
 
②リース資産の減価償却の方法
　中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項「2 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引に
ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた方法によっており、その内容は以下のとおりであります。
 
①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額
    
 器具備品  合 計
 千円  千円
取得価額相当額 6,603  6,603
    
減価償却累計額相当額 5,149  5,149
    

中間期末残高相当額 1,454  1,454
 
　なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める
割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
 
②未経過リース料中間期末残高相当額

 1年内  1,047 千円
 1年超  407 千円
 合計  1,454 千円

 
　なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産等に
占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。
 
③支払リース料及び減価償却費相当額
     支払リース料 1,027 千円
     減価償却相当額 1,027 千円
 
④減価償却費相当額の算定方法
  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
 
2. オペレーティング・リース取引（借主側）
　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
 

 1年内  1,168,191 千円
 1年超  3,831,039 千円
 合計  4,999,230 千円

 

 
（資産除去債務関係）

第14期 中間会計期間
(自平成21年4月 1日
 至平成21年9月30日)

　当社は、建物等の賃借契約において、建物所有者との間で定期建物賃貸借契約書を締結しており、賃借期間終了時
に原状回復する義務を有しているため、法令及び契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
　資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は賃貸借期間である10年間としております。なお、当該賃貸借契約
に関連する差入敷金が計上されているため、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見
積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

 
（有価証券関係）
第14期　中間会計期間（自平成21年4月1日　至平成21年9月30日）
 
その他有価証券で時価のあるもの （単位：千円）

種      類 取得原価 中間貸借対照表計上額 差額
(1)株式 - - -
(2)債券    
  ①国債・地方債券 - - -
  ②社債 - - -
  ③その他 - - -
(3)その他    
   投資信託受益証券 806,000 908,911 102,911

合計 806,000 908,911 102,911
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（ストック・オプション等関係）

第14期 中間会計期間
(自平成21年4月 1日
 至平成21年9月30日)

1.ストック・オプション等に係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名
　　一般管理費 17,714 千円

 
2.ストック・オプション等の内容
　当社は親会社であるアライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの株式報酬プランに基づき当社の役員等が受領
する株式報酬に係る費用を負担しておりますが、これらの費用については、「ストック・オプション等に関する会
計基準」（企業会計基準第8号　平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年5月31日）に準じた方法により会計処理をしております。

 
（1株当たり情報）

項  目
第14期 中間会計期間
(自平成21年4月 1日
 至平成21年9月30日)

1株当たり純資産額  2,883,258 円 29 銭
  

1株当たり中間純利益    192,776 円 61 銭
  

 
潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式がないた
め、記載しておりません。

 
（注）１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第14期 中間会計期間
(自平成21年4月 1日
 至平成21年9月30日)

中間純利益（千円） 501,219
普通株主に帰属しない金額（千円） -
普通株式に係る中間純利益（千円） 501,219
期中平均株式数（株） 2,600

 
（重要な後発事象）
 
該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

(1) 受託会社

名　　　称：三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円（平成21年３月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託

業務を営んでいます。

＜再信託受託会社＞

名　　　称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資　本　金：10,000百万円（平成21年３月末現在）

業務の概要：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信

託業務を営んでいます。

(2）販売会社

名　　　称：野村證券株式会社

資本金の額：10,000百万円（平成21年９月末現在）

事業の内容：「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(3) 投資顧問会社（Ａコースおよびマザーファンドの投資顧問会社）

名　　　称
資本金の額

（平成20年12月末現在）
事業の内容

アライアンス・バーンスタイン・エ
ル・ピー

45億30百万米ドル（約4,124億円）
米ドルの邦貨換算レートは、１米ドル＝91.03円
（平成20年12月30日の株式会社三菱東京UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値)によります。

 
 
投資顧問会社と
して、有価証券に
関する投資一任
業務、投資助言業
務およびその他
付帯する業務を
営んでいます。

アライアンス・バーンスタイン・リ
ミテッド

9百万英ポンド（約13億円）
英ポンドの邦貨換算レートは、１英ポンド＝
131.83円（平成20年12月30日の株式会社三菱東
京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)により
ます。

アライアンス・バーンスタイン・
オーストラリア・リミテッド

9百万オーストラリアドル（約6億円）
オーストラリアドルの邦貨換算レートは、１オー
ストラリアドル＝62.61円（平成20年12月30日の
株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値)によります。

アライアンス・バーンスタイン・香
港・リミテッド

80百万香港ドル（約9億円）
香港ドルの邦貨換算レートは、１香港ドル＝
11.75円（平成20年12月30日の株式会社三菱東京
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によりま
す。

（省略）

＜訂正後＞

(1) 受託会社

名　　　称：三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額：324,279百万円（平成21年９月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託

業務を営んでいます。

＜再信託受託会社＞

名　　　称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資　本　金：10,000百万円（平成21年９月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託

業務を営んでいます。

(2）販売会社

名　　　称：野村證券株式会社

資本金の額：10,000百万円（平成22年３月末現在）

事業の内容：金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
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(3) 投資顧問会社（Ａコースおよびマザーファンドの投資顧問会社）

名　　　称
資本金の額

（平成21年12月末現在）
事業の内容

アライアンス・バーンスタイン・エ
ル・ピー

48億99百万米ドル（約4,512億円）
米ドルの邦貨換算レートは、１米ドル＝92.10円
（平成21年12月30日の株式会社三菱東京UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値)によります。

投資顧問会社と
して、有価証券に
関する投資一任
業務、投資助言業
務およびその他
付帯する業務を
営んでいます。

アライアンス・バーンスタイン・リ
ミテッド

9百万英ポンド（約14億円）
英ポンドの邦貨換算レートは、１英ポンド＝
146.53円（平成21年12月30日の株式会社三菱東
京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)により
ます。

アライアンス・バーンスタイン・
オーストラリア・リミテッド

9百万オーストラリアドル（約8億円）
オーストラリアドルの邦貨換算レートは、１オー
ストラリアドル＝82.28円（平成21年12月30日の
株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値)によります。

アライアンス・バーンスタイン・香
港・リミテッド

80百万香港ドル（約10億円）
香港ドルの邦貨換算レートは、１香港ドル＝
11.88円（平成21年12月30日の株式会社三菱東京
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によりま
す。

（省略）

 

２【関係業務の概要】

＜訂正前＞

(1)～(2) （省略）

(3) 投資顧問会社の業務

Ａコースおよびマザーファンドの投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用に関する委託契約に基

づき、信託財産の運用指図（国内余剰金の運用を除きます。）を行います。

＜訂正後＞

(1)～(2) （省略）

(3) 投資顧問会社の業務

Ａコースおよびマザーファンドの投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用の指図に関する権限の

委託契約に基づき、信託財産の運用の指図（国内余剰金の運用の指図を除きます。）を行います。
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独立監査人の中間監査報告書

 

平成22年４月27日

 

アライアンス・バーンスタイン株式会社

取 締 役 会 　御 中

 

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 英　公一　　　㊞

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 櫻井　雄一郎　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

経理状況」に掲げられているアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッ

ジあり）の平成21年９月１日から平成22年２月28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監

査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、

中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）

の平成22年２月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年９月１

日から平成22年２月28日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

アライアンス・バーンスタイン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

（注）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社が別途保管しております。

　　　２．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

 
 
　　アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース（為替ヘッジなし）へ
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独立監査人の中間監査報告書

 

平成22年４月27日

 

アライアンス・バーンスタイン株式会社

取 締 役 会 　御 中

 

 

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 英　公一　　　㊞

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 櫻井　雄一郎　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

経理状況」に掲げられているアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッ

ジなし）の平成21年９月１日から平成22年２月28日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監

査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、

中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

の平成22年２月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年９月１

日から平成22年２月28日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

アライアンス・バーンスタイン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社が別途保管しております。

　　　２．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

 
 
　　委託会社の監査報告書（当期）へ
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独立監査人の監査報告書

 

平成21年６月19日

 

アライアンス・バーンスタイン株式会社

取締役会　御中

 

 

あらた監査法人

 

指　定　社　員

業務執行社員
公認会計士 加　藤　真　美　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられているアライアンス・バーンスタイン株式会社の平成20年４月１日から平成

21年３月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動

計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監

査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、アライアンス・バーンスタイン株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

 

（注）上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が

別途保管しております。

 
 
　　委託会社の監査報告書（中間）へ
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独立監査人の中間監査報告書

平成21年12月18日

アライアンス・バーンスタイン株式会社

取　締　役　会　御　中

 

あらた監査法人

 

指　定　社　員

業務執行社員
公認会計士 加　藤　真　美　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられているアライアンス・バーンスタイン株式会社の平成21年４月1日から平成22

年３月31日までの第14期事業年度の中間会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に

係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について

中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監

査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、

中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、アライアンス・バーンスタイン株式会社の平成21年９月30日現在の財政状態及び

同日をもって終了する中間会計期間（平成21年４月1日から平成21年９月30日まで）の経営成績に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。
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独立監査人の中間監査報告書

 

平成21年４月30日

 

アライアンス・バーンスタイン株式会社

取 締 役 会 　御 中

 

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 英　公一　　　㊞

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 櫻井　雄一郎　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

経理状況」に掲げられているアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッ

ジあり）の平成20年９月２日から平成21年３月１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監

査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、

中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）

の平成21年３月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成20年９月２

日から平成21年３月１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

アライアンス・バーンスタイン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

（注）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社が別途保管しております。

　　　２．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

 
 
　　アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース（為替ヘッジなし）へ
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独立監査人の中間監査報告書

 

平成21年４月30日

 

アライアンス・バーンスタイン株式会社

取 締 役 会 　御 中

 

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 英　公一　　　㊞

   
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 櫻井　雄一郎　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの

経理状況」に掲げられているアライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッ

ジなし）の平成20年９月２日から平成21年３月１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中

間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監

査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的

手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、

中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

の平成21年３月１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成20年９月２

日から平成21年３月１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

アライアンス・バーンスタイン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（注）１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社が別途保管しております。

　　　２．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

 
 
　　委託会社の監査報告書(前期）へ
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独立監査人の監査報告書

 

平成20年６月24日

 

アライアンス・バーンスタイン株式会社

取 締 役 会 　御中

 

あらた監査法人

 

指　定　社　員

業務執行社員
公認会計士 大　畑　　　茂　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

の経理状況」に掲げられているアライアンス・バーンスタイン株式会社の平成19年４月１日から平成

20年３月31日までの第12期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動

計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監

査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、アライアンス・バーンスタイン株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。
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